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・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

少
子
化
の
流
れ
を
変
え
、
男
女
と
も
に
子
育
て
や
介
護

を
し
な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し

て
改
正
さ
れ
た
「
育
児
介
護
休
業
法
」（
育
児
休
業
、
介
護

休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

が
施
行
（
６
月
30
日
）
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
】

●
短
時
間
勤
務
制
度
の
義
務
化

３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
希
望
す
れ
ば

利
用
で
き
る
短
時
間
勤
務
制
度
（
１
日
６
時
間
）
を
設

け
る
こ
と
が
、
事
業
主
の
義
務
に
な
り
ま
し
た
。

●
所
定
外
労
働
（
残
業
）
の
免
除
の
義
務
化

３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
は
、
請
求
す
れ

ば
所
定
外
労
働
（
残
業
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
休
暇
の
取
得
可
能
日
数

小
学
校
就
学
前
の
子
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５
日
、
２

人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10
日
に
な
り
ま
す
。

◆
子
育
て
期
間
中
の
働
き
方
の
見
直
し

●
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス

父
母
が
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
、
休
業

可
能
期
間
を
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
ま
で
延
長
さ

れ
ま
す
。

●
産
後
8
週
間
以
内
の
父
親
の
育
児
休
業
取
得
の
促
進

配
偶
者
の
出
産
後
８
週
間
以
内
の
期
間
に
父
親
が
育

児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
特
別
な
事
情
が
な
く

て
も
再
度
の
取
得
が
可
能
で
す
。

●
労
使
協
定
に
よ
る
専
業
主
婦
（
夫
）
除
外
規
定
の
免
除

配
偶
者
が
専
業
主
婦（
夫
）や
育
児
休
業
中
で
あ
る
場

合
等
の
労
働
者
か
ら
の
育
児
休
業
の
申
出
を
拒
め
る
規

定
を
廃
止
し
、
専
業
主
婦（
夫
）家
庭
の
夫（
妻
）を
含
め
、

す
べ
て
の
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
で
き
ま
す
。

●
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
援
助
及
び
調
停
の
仕
組
み
の
創
設

育
児
休
業
の
取
得
に
伴
う
労
使
間
の
紛
争
等
に
つ
い

て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
の
援
助
及

び
調
停
委
員
に
よ
る
調
停
制
度
を
設
け
ま
し
た
。

●
公
表
制
度
及
び
過
料
の
創
設

法
違
反
に
対
す
る
勧
告
に
従
わ
な
い
企
業
名
の
公
表

制
度
や
、
虚
偽
の
報
告
を
し
た
企
業
に
対
す
る
過
料
制

度
を
設
け
ま
し
た
。

パパとママで活用する
「改正育児介護休業法」

出生 8週間 1歳 1歳2か月

母 産休

父 育休
1回目

父 育休
2回目

母 育児休業

出生 8週間 1歳 1歳2か月

母 産休 母 育児休業

父 育児休業

【取得例】パパ・ママ育休プラス【取得例】出産後8週間
以内の父親の育児休業取得の促進

※父の育児休業期間の上限は１年間、母は産後休業期間と育児休業を合わせて１年間。

◆
父
親
も
子
育
て
で
き
る
働
き
方
の
実
現

◆
実
効
性
の
確
保

●
介
護
の
た
め
の
短
期
休
暇
の
設
置

要
介
護
状
態
の
対
象
家
族
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５
日

間
、
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10
日
の
休
暇
が
取
得
で
き

ま
す
。

◆
仕
事
と
介
護
の
両
立




